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2（１）背景

 平成２８年度供給計画では、
 今後、自然変動電源である風力・太陽光の導入が進む一方で、火力の稼働率は徐々に低下する見込
みであることが明らかとなり、

 また、特に中小規模の小売電気事業者からは、中長期の供給力のうち多くを「調達先未定」とする計画
が提出された。

 このため、広域機関では、実効性のある供給力確保の在り方について検討を進めるよう、経済産業大臣に対
して意見提出を行っていた。（平成２８年６月）

 一方、電力システム改革貫徹のための政策小委員会（以下、国の審議会）では、単に卸電力市場等に供給
力の調整機能を委ねるのではなく、一定の投資回収の予見性を確保する施策である容量メカニズムを追加
で講じ、電源の新陳代謝が市場原理を通じて適切に行われることを通じて、より効率的に中長期的に必要な
供給力・調整力が確保できるようにすることが示された。（平成２９年２月）

小売電気事業者の供給力確保状況
（最大需要電力が２００万kW未満の事業者を集計）

中小規模の小売事業者が、中長
期体な需要見通しに対して確保し
ている供給力は約３０％程度

今後中長期的に、約１，５００万ｋＷ
の発電設備が休廃止される計画と
なっている。

平成２８年度供給計画の取りまとめ より



3（参考）平成28年度供給計画のとりまとめに関する経済産業大臣への意見

平成２８年度供給計画の取りまとめに関する経済産業大臣への意見について（抜粋）

１．小売電気事業者の供給力確保の実効性について

今回の供給計画からは、小売電気事業者の多くが、中長期の供給力を「調達先未定」として計画していることがわかった。こ
の調達先未定の供給力については、小売電気事業者が、現時点において相対契約等で長期に亘る供給力を確保していないも
のの、今後、卸電力取引市場や新たな相対契約等の締結を通じて、調達されていくものである。

今後、原子力発電の再稼働や新規電源の導入により、経年火力は停止され、電源が入れ替わっていくことが想定される。し
かし、発電事業者にとって、小売電気事業者との間に長期契約等がない場合、保有する電源を期待通りに稼働させられるのか
どうかの確証が得られず、結果として計画通りに電源の新設・入替えが行われない可能性があり、将来、市場調達可能な供給
力が、需要に対して十分に確保されないことも懸念される。

このため、当機関としては、上記の状況を注視しながら、今後実施する需給変動リスク分析において、将来の電力需給の見
通しや、電源入札等の実施の必要性などについて検討を深めていくこととする。国においては、将来の安定供給を確実に確保
するため、国民負担とのバランスに配慮しつつ、容量メカニズムの導入等も含め、実効性のある供給力確保の在り方について
検討を進められたい。
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5（２）容量市場の導入趣旨① ～卸電力市場の価格スパイクリスクへの対応～

 現時点では、系統内に十分な供給力が存在することから、「調達先未定」の事業者がいたとしても直ちに需

給ひっ迫を招く懸念はないと考えられる。また、今後も引き続き、適切に発電事業への投資が行われ、系統

内の供給力が保たれるならば、需給ひっ迫は回避できると考えられる。

 しかしながら、発電所の建設にあたっては、投資を決定してから資金を回収し終えるまでの期間が長期に亘

るという特徴がある。また、将来的に、規制料金が撤廃されることとなれば（※）、旧一般電気事業者も含め、

すべての発電事業者は卸市場価格等を反映した収益見通しに基づいた投資判断を行うことが必要になる。

（※）規制料金の下では、電源投資に対して、確実な資金回収を見込むことができるため、旧一般電気事業者等により、

供給力が不足することのないよう、計画的な電源投資が行われることが期待された。

 この場合、卸市場価格は競合他社の動向や需要の変化等に影響を受けるため、規制料金下での電源投資
と比較して、投資回収の予見性は低くなる。

 このため、発電事業者は、卸市場価格に基づく指標から中長期の投資回収の予見性を確保できない限り

電源投資を控えるという行動をとる可能性が従来より高まると考えられ、結果として、需給ひっ迫が顕在化

し、卸市場価格に反映される（卸市場価格のスパイクが頻発する）可能性があり得る（※）。

（※）なお、国の審議会でも議論されたとおり、人為的に市場価格(kWh価値）を大幅に引き上げる（スパイ

ク）手法を選択する国や、卸電力市場のみに委ねる国もあり、リスクプレミアム等の金利を除くと、いず

れの手法でも総コストは同じ値に収斂すると考えられる。
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（参考）卸市場価格と容量市場について（米国ERCOTの事例）

1. 前日スポット市場の上限価格は9,000ドル/MWh（約1,000円/kWh）。
2. 前日スポット市場の平均価格は2014年39ドル/MWh（約4.4円/kWh）、2015年26ドル/MWh（約2.9円/kWh）、 2016年24ドル
/MWh（約2.7円/kWh）

3. 2014年3月4日には、1,325ドル/MWh（約150円/kWh）の価格スパイクが発生し、2014年平均価格の34倍の水準。また、2015
年8月10日には2,240ドル/MWh（約250円/kWh）の価格スパイクが発生し、2015年平均価格の86倍の水準。

1,325ドル/MWh
（約150円/kWh）

2,240ドル/MWh
（約250円/kWh）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月

11
月

12
月

※Ｈ２９．２．２７レート：１ドル＝１１２．１６円にて換算



7（参考）投資回収のための仕組みとkWh価格の関係

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革貫徹のための政策小委員会資料から



8（２）容量市場の導入趣旨② ～卸市場価格の高止まりリスクへの対応～

 今後、発電事業者等による電源投資が適切なタイミングで行われなかった場合、電源の新設やリプレースが
十分に進まないまま、既存の電源が閉鎖していくことになる。

 電源の投資決定から運転開始までのリードタイムを考慮すれば、いずれは中長期的に供給力が不足し、市
場価格が高止まりする懸念がある。

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革貫徹のための政策小委員会資料から



9（参考）容量市場の導入に伴う小売事業者の総支払額推移の概念図

（円）

時間（年）

供給力不足レベル
（＝需給ひっ迫レベル）

容量市場価格

容量市場あり 容量市場なし

青塗りは容量価格相当分

容量価格を指標
として投資判断
を早める

小売事業者の
総支払額

価格決定も、支払いは対象年以降

 容量市場では市場運営者が数年先の供給能力の必要量を確保し、それを提供する発電事業者等に対して、その能力に応じ

た容量価格の支払いを約束する。

 現状どおり、容量市場が無くても発電事業者等は投資回収可能と判断した時点で電源投資を決定すると考えられるが、容量

市場の導入により数年先の容量価格が明らかになれば、それを新たな電源投資の指標として用いることができるため、より

適切な時期に投資判断ができるようになると考えられる。

 容量市場に対し、単なる投資促進策あるいは逆に投資抑制策ではないかとの見方もあるが、需要と供給の均衡した時点に

おいて長期的に見れば、容量市場を導入した場合においても小売事業者全体としての費用負担の範囲に増減はない。

 なお、国の審議会においては、容量市場の導入により、電源投資のリスク低下に伴うリスクプレミアム金利の低減効果が得ら

れることについても示唆されている。

長期的に色塗部の面積は同じか、もしくは、容量市
場のある方が、投資リスクが低下する分、少なくな
ると考えられている。

燃料価格・需要変動を無視し、供給力増減のみを変数とした場合の市場価格の長期変動イメージ

運開

運開



10（参考）我が国の供給力に関する見通しについて

 今後はＦＩＴ制度に伴う再生可能エネルギーの導入拡大が見込まれており、これに加えて原子力の再稼働

が進んだ場合、当面は供給力が余剰となる可能性も考えられるため、直ちに容量メカニズムによる発電投

資の予見性確保が必要な状況ではない、との意見もある。

 しかしながら、需給状況を反映して卸市場価格が低水準で推移した場合、発電事業者等にとっては中長期

的な収益確保が予見できないことから、適切な時期に発電投資が喚起されないことも懸念され、その結果、

長期的にはタイトな需給状況に陥る可能性がある。

13.0%

11.9%
12.4% 12.2%

10.7%

11.7%

14.3%

16.1% 16.1% 16.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

予
備
率

需
要
・
供
給
力

需要 供給力 予備率

【万kW】

第１４回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料より
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４‐２‐６（参考１） 東京・中部・関西エリアの予備率低下要因について

新電力需要※２シェア（エリア需要比）

※１ 「（小売供給力＋発電余力）／小売需要」により算出
なお、Ｈ３０年度以降については、調整力供出予定分を控除

※２ 「エリア需要－旧一般電気事業者の小売需要」により算出

 東京・中部・関西エリア（以下、中央３エリア）の予備率が低くなった要因を分析した。

 中央３エリアの旧一般電気事業者３社(中央3者)は、自社需要に対する供給力は確保しているもの
の、その他７社（中央3者以外の旧一般電気事業者7者）に比べて予備率は低くなっている。

 また、中央３エリアでは、確保済供給力の保有が相対的に少ない特性を持つ新電力のシェアが高
いため、エリア全体の予備率を押し下げている。 （４９頁参照）

旧一般電気事業者の予備率※１ 中央３エリアの状況（Ｈ３３） その他７エリアの状況（Ｈ３３）

（注１）エリア需要を１００％としたときの、需要電力と供給電力の内訳
（注２）調整力他には、ＦＩＴ送配電買取分等を含む
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（参考）競争の活発化により設備投資を抑制される実例

 全面自由化以降、特に競争の活発な東京・中部・関西エリアにおいては、従来と比べて旧一般電気事業者
による発電投資が控えられ、電源の新設やリプレース等が十分になされない状態で、既存発電所が廃止さ
れる結果、その他７エリアと比較して予備率が低く推移する見通しとなっている。

第１４回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会資料



12（３）容量市場の導入趣旨③ 再エネ増への対応

 適切な形で容量市場が創設され、適切な時期に調整機能が具備された発電設備に対して発電投資が行わ
れれば、系統内の調整能力が維持されることにも繋がるため、再生可能エネルギーの導入の阻害となる系
統側の制約軽減に寄与することも考えられる。

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力
システム改革貫徹のための政策小委員会資料から

需給タイト化、
卸市場の価格
スパイク頻発

火力等の電源投資が適切
なタイミングで行われない、
又は休廃止が進む

小売事業者、
需要家に
悪影響

火力等の電源投資が適切な
タイミングで行われる、又は
適切に維持される

需給緩和

卸市場の価
格安定

系統内の調整能
力維持

再エネ導入阻害
要因の軽減

系統内の調
整力減

事業環境の変化
•自由化の進展
•再エネ電源導入増

火力電源の利用率低下、卸
市場価格の低下

容量市場

再エネの出力抑制増
新規再エネ導入阻害

安定した電気料金
リスクプレミアム減

容量市場なし

容量市場あり



13（参考）再エネ電源への影響

総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 第1回制度検討作業部会資料から

 国の審議会では、容量市場創設の背景の１つとして、再エネ電源の導入にあたり必要となる調整電源の
必要性が高まっていることも挙げられている。



14（４）国の審議会で示された容量メカニズムの意義

 以上のような様々な議論を踏まえ、国の審議会では、容量メカニズムの意義について、以下のとおり整理さ
れた。

電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめ （抄）

平成２９年２月

２．４．容量メカニズムの導入

（１）制度の意義

（略）

今後、仮に電源投資が適切なタイミングで行われなかった場合、電源の新設やリプレース等が十分になされ
ない状態で、既存発電所が閉鎖されていくこととなる。そのような場合には、中長期的に供給力不足の問題が
顕在化し、更に電源開発に一定のリードタイムを要することから、①需給が逼迫する期間にわたり、電気料金
が高止まりする問題や、②再エネを更に導入した際の需給調整手段として、必要な調整電源を確保できない
問題等が生じると考えられる。

そのため、単に卸電力市場（kWh価値の取引）等に供給力の調整機能を委ねるのではなく、一定の投資回収
の予見性を確保する施策である容量メカニズムを追加で講じ、電源の新陳代謝が市場原理を通じて適切に行
われることを通じて、より効率的に中長期的に必要な供給力・調整力が確保できるようにする。



15（５）容量市場の今後の詳細検討における広域機関の役割

 国の審議会では、広域機関が市場管理者等として一定の役割を果たすとともに、今後の技術的な内容を含
む詳細設計についても検討を進めていくことが提案された。

 広域機関では、国の議論の方向性を踏まえつつ、容量市場の創設に向けた詳細設計に向けて、まずは関係
者間での議論を行うべく、「容量市場の在り方等に関する勉強会」を立ち上げることとした。

容量市場の在り方等に関する勉強会の立ち上げ
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３月 ４月 ・・・

勉強会
（非公開）

検討会
（公開）

【参考】
国の作業部会

（６）容量市場の在り方等に関する勉強会について

 勉強会での議論は非公開とし、勉強会での議論のとりまとめの取り扱いは、今後検討する。

 勉強会の後、容量市場の在り方等に関する検討会を開き、公開の場にて議論を行う。

 国の作業部会（電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会）における議論に沿い、相互に情報を
共有しながら検討を進める。



17（７）本勉強会における言葉の定義と検討の前提について

 一般的に、「市場」とは、売り手と買い手が商品役務を売買する場を差す。しかしながら、「容量市場
（capacity market）」という言葉は、世界的にも、国の審議会においても、より広い概念を指す言葉として用
いられている。

 このため、本勉強会においては、まずは、以下の定義により今後の議論を進めていくこととする（※）。

 また、国の審議会における議論を踏まえ、本勉強会においても、現時点で分散型の可能性を完全に排除す
るものではないが、まずは集中型を軸に、詳細な検討を進めることとする。

容量メカニズム

戦略的予備力

補助金

・・・

容量市場

分散型

容量市場（集中型）

①中長期の供給力確保策のうち、「戦略的予備力」や「容量市場」等の各スキームの総称

②小売事業者に対して、その規模に応じた中長期的な供給力（ｋＷ価値）に相当する金銭の支払い（又は
ｋＷ価値の確保）を求めるとともに、発電事業者等に対しては、ｋＷ価値の収益機会を付与するスキーム

（※）議論の状況に応じて、定義も見直すこととする。

③容量市場において、必要な容量を市場管理者等が一括で調達するスキーム。

容量価格： 市場管理者等が設定した需要曲線によりオークションで一義的に決定（※）
発電事業者： 入札を実施し、約定分の対価を受取
小売事業者： 市場管理者等が割り当てた容量分を支払（オークション参加せず）

（※）オークションとは別に私契約に基づく相対契約を通じ、異なる価格で取引することは、制度設計上
可能（本日御議論いただきたい論点の一つ（後述の論点⑫）。）



18（参考）容量メカニズム、容量市場、容量オークションの位置づけについて

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革貫徹のための政策小委員会資料から



19（参考）集中型市場と分散型市場の比較

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革貫徹のための政策小委員会（第３回）資料（H28.12.9）



20（参考）集中型市場と分散型市場の比較

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革貫徹のための政策小委員会（第３回）資料（H28.12.9）
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22（１）卸電力市場と容量市場の関係について

 電源等（ネガワットを含む。以下同じ。）は、それぞれの特性に応じて、ｋＷｈ価値、ｋＷ価値、ΔｋＷ価値、そ
の他価値（非化石価値等）を有している。

 これらの価値は、従来の自社電源や相対契約を基本とする市場環境の中で必ずしも顕在化していなかった
が、今後は、市場環境が整備されることによって、それぞれの価値が明示的に取引されることとなる。

 とりわけ、容量市場が整備されれば、ｋＷｈの供給とｋＷ価値の提供が明確に切り分けられ、ｋＷｈの供給
にあたっては従来どおり、卸取引市場だけでなく自社所有電源や相対契約電源など、自由な形態での売
買が可能である。また、ｋＷについては、今後も供給力確保がなされることを強く求められる。

 本勉強会では、上記を前提に、あくまでｋＷ価値に着目した容量市場を対象に議論を行う。

発電事業者等

kWh価値については、従来同様、自社電

源としての利用、相対契約、スポット市場
等を通じて、自由に取引が可能。

kW価値を、kWh価値と切り離して、取引

できるようにする仕組みが容量市場であ
り、本勉強会の検討対象。



23（参考）容量市場の位置付け

 容量市場は、「供給力：発電することができる能力」に相当するｋＷ価値を取引する市場であり、中長期的な
供給力が確保されることを目的として運営される。

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革貫徹のための政策小委員会（第５回）資料（H29.2.9）



24（２）容量市場価格と卸電力市場価格の関係

従来の卸電力市場

時間
（中長期的推移）

卸電力市場価格

時間
（中長期的推移）

卸電力市場価格（ｋＷｈ価値の価格）

時間
（中長期的推移）

容量市場価格（ｋＷ価値の価格）

 Ｐ７でも先述したように、平均的・中長期的に見れば、容量市場の導入後も、小売事業者全体として
の費用負担の範囲は変わらない（追加の負担を求める制度ではない）。

 現状、卸電力市場しか存在しないため、発電事業者等は、卸電力市場（価格スパイクを含む）を通じて、電源
の投資回収を行うこととなる。

 これに対し、容量市場が創設されれば、発電事業者等は、卸電力市場（kWh価値）と容量市場(kW価値)の双
方の収益によって投資回収を行うことができるため、平均的・中長期的に見れば、両者は、容量市場価格に
応じて、卸電力市場価格が下がるという関係にある。

１５円
（イメージ）

１５－ｘ
円（イメージ）

ｘ円
（イメージ）

容量市場創設後

• ｋＷ価値の価格が明示される。

前後の総面積

（需要家の総負担
額）は同程度
（コマ毎の卸電力市場価
格が単純に低くなるわけ
ではない）

•高価格帯における上振れ幅
が小さくなる。

•平均値が下がる。



25（３）容量市場とベースロード電源市場の関係について

 貫徹小委員会中間とりまとめにおいては、「ベースロード電源市場」において取引する価値を、「kWhのみの価
値」とするか、「kWhとkWの一体的な価値」とするかについては、今後の検討課題とされている。

 なお、Ｐ．１７で整理したとおり、容量市場は、「小売事業者に対して、その規模に応じた中長期的な供給力（ｋ
Ｗ価値）に相当する金銭の支払い（又はｋＷ価値の確保）を求めるとともに、発電事業者等に対しては、ｋＷ価
値の収益機会を付与するスキーム。

 このため、「ベースロード電源市場」の設計が、「kWhとkWの一体的な価値」を取引する市場として設計される
場合には、容量市場の市場管理者の観点からは、以下の点に留意が必要。

（１）ベースロード市場で「kWhとkWの一体的な価値」を調達した小売事業者に対しては、ここで調達されたkW
価値を控除した供給力に相当する金銭の支払い（又はｋＷ価値の確保）を求めることが必要となる。

（２）ベースロード市場で「kWhとkWの一体的な価値」を販売した発電事業者等に対しては、この対象電源に
ついては、容量市場を通じてkW価値を販売することができない仕組みとすることが必要。

電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめ （抄）

平成２９年２月

次に、容量メカニズムにおいて顕在化するkW価値に対する支払いを通じても、事業者は発電投資に係るコス
トを回収することが可能である。そのため、今後の議論を通じて、ベースロード電源市場において電力量のみ
取引されることとなれば、容量メカニズムを通じた収入は入札価格から控除することとし、電力量と容量を一体
で販売する場合は、ベースロード電源市場で調達した量に応じて、新規参入者が容量メカニズムを通じて確保
すべき容量も控除するものとする。



26（４）容量市場とリアルタイム市場の関係について

まずは、容量メカニズ
ムで扱うｋＷ価値の基
本的概念について議
論を進める

容量メカニズムで扱う
ｋＷ価値の基本的概
念の範囲を定義する
考え方（線引きの仕
方）は、国や調整力委
員会の議論を踏まえた
今後の検討課題と位
置付け

 容量市場としてどこまでのリスクに対応した電源を対象とするか、その範囲を定義する考え方の整理は重要

な論点であり、後述のとおり、国の審議会においても論点①に位置付けられている。

 また、この議論は、発電設備の調整能力の評価にも関わる事項のため、リアルタイム市場の設計にも依存。

○本勉強会においては、この論点は今後の検討課題と位置付けた上で、まずは容量市場にて取り

扱うｋＷ価値の基本的概念にあたる部分に焦点を当てて検討を進めることとする。
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28（１）国の審議会における容量市場の流れと主要な論点

全国大で必要な供給力・調整力の確保時期、確保量を設定
（容量市場で確保すべき供給力(容量)を設定）

容量市場
（市場管理者等）

発電Ａ 発電C発電Ｂ

小売Ａ 小売C小売Ｂ

kW価値 kW価値 kW価値

支払 支払 支払

【実需給からＸ年前】

期間中の供給力、容量確保状況等を鑑み精算を行い、
不足等があった場合は、各事業者にペナルティーを課す

Ａ．小売事業者の確保量の設定 Ｂ．発電事業者等の容量認定

第３回市場整備ＷＧ資料及び貫徹小委員会中間とりまとめを基に事務局作成

事前期間

容量確保期間

取引期間

全体に係る論点
論点①：稀頻度リスクの扱い

論点②：小売電気事業者が
確保すべき容量等

論点③：容量確保期間と契約期間

論点④：調整コストの扱い

論点⑤：新設等・既設の別

論点⑦：市場支配力を軽減する措置

論点⑧：他制度との整合性

論点⑩：実効性確保のための仕組み

 国の審議会では、容量市場における一連の流れと、主な留意事項（論点）が以下のとおり整理されている。

 本勉強会では、この整理を出発点として、議論を深めることとする。

○ネガワット等も適切に評価
されるべき（整理済み）

論点⑥：調整係数等の設定

○集中型を軸とすべき
（整理済み）

○広域機関が市場管理者等
として一定の役割を果た
すべき（整理済み）

論点⑨：容量市場における価格形成



29（参考）国の審議会（中間とりまとめ）において整理された留意事項（１／２）

留意事項（論点） 概要

①稀頻度リスクの扱い
我が国固有の稀頻度リスクである大規模災害への対応も制度的に行う場合、費用
対効果最大化の観点から、通常の容量市場とは別の商品・手段とすることも含めて
検討する。

②小売電気事業者が確保すべき
容量等

小売電気事業者が確保すべき容量等を決定するに当たっては、特に新規参入者に
とって、短期的に過度な負担とならないよう留意する。

③容量確保期間と契約期間

他方で、容量確保期間や契約期間は、電源開発のリードタイムの比較的短い再エ
ネ等も含めてkW価値を適切に評価する等の観点から、今後の電源開発の動向等
を踏まえて決定するとともに、時間の経過による変化を調整する機能等を設け、一定
の柔軟性を確保する。

④調整コストの扱い
発電側の変動に係る調整コストは、その全てを容量市場で対処する特性のものでは
ないという前提の下、その原因が特定できる場合は、関連する制度での対応等を含
め、発電側に適正な負担を求めていく必要がある。

⑤新設等・既設の別
既存電源、特に償却が進んだ電源に短期的に過剰なレントが発生する可能性があ
ることに留意し、当面は新設等と既設で市場を分ける等の対応も含めて、今後検討
する必要がある。

電力システム改革貫徹のための政策小委員会 中間とりまとめ より



30

留意事項（論点） 概要

⑥調整係数等の設定
電源の特性を踏まえた調整係数等の設定に際しては、極力恣意性を排除し、公
正・公平な競争環境を志向するものの、ネガワットのような新しい技術が過度に阻害
されないよう、一定の柔軟性を確保する。

⑦市場支配力を軽減する措置
容量確保に際して、事業者の創意工夫の余地を残しつつも、支配的な事業者の市
場支配力を軽減するための措置を適切に講じる等することで、小売電気事業者間の
競争環境に留意をする。

⑧他制度との整合性の確保
調整力公募（リアルタイム市場）や電源入札制度、固定価格買取制度等との整
合性を確保し、費用対効果を最大化し、事業者の選択肢を過度に制限しないよう
にしつつ、各制度において市場原理を適切に機能させる。

⑨容量市場における価格形成
容量市場における価格は、卸電力市場の厚みや需給状況を織り込み、最も適切な
指標として形成されるように留意し、導入後も、状況変化に対応すべく、適切なタイミ
ングで見直すことを可能とする。

⑩実効性確保のための仕組み
（ペナルティーの導入等）

容量市場に一定の実効性を確保するための仕組み（ペナルティー等）を導入するに
当たっては、需給状況や電源等の特性、小規模事業者にも留意しつつ、その要件を
設定する。

電力システム改革貫徹のための政策小委員会 中間とりまとめ より

（参考）国の審議会（中間とりまとめ）において整理された留意事項（２／２）



31（参考）論点①：希頻度リスクの扱い

第３回 市場整備ワーキンググループ資料より



32（参考）論点②：小売電気事業者が確保すべき容量等

第３回 市場整備ワーキンググループ資料より



33（参考）論点③：容量確保期間と契約期間

第３回 市場整備ワーキンググループ資料より



34（参考）論点⑤：新設等・既設の別

第２回 市場整備ワーキンググループ資料より



35（参考）論点⑥：調整係数等の設定

第３回 市場整備ワーキンググループ資料より



36（参考）論点⑥：調整係数等の設定

第３回 市場整備ワーキンググループ資料より



37（参考）論点⑦：市場支配力を軽減する措置

第３回 市場整備ワーキンググループ資料より



38（参考）論点⑧：他制度との整合性の確保

第３回 市場整備ワーキンググループ資料より



39（参考）論点⑨：容量市場における価格形成

第３回 市場整備ワーキンググループ資料より



40（参考）論点⑩：実効性確保のための仕組みの設定
（ペナルティの導入等）

第３回 市場整備ワーキンググループ資料より
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42（１）本勉強会における議論の進め方

 上述のとおり、国の審議会においては、１０の論点（論点①～論点⑩の留意事項）が整理された。

 これらの論点を議論するに当たり、更に、少なくとも以下の論点が、詳細設計全体に関連する重要な論点と
して考えられるのではないか。

 論点⑪： 我が国全体の供給力における容量市場の位置付け

（発電事業者等が、容量市場でｋＷ価値を販売しない選択を認めるか否か等。）

 論点⑫： 容量市場における容量オークションと容量オークション外の相対取引の位置付け

（容量市場において、容量オークション外の相対取引を認めるか否か。）

 なお、これらの論点は、相互に密接かつ複雑に関連すると考えられることから、本勉強会では、

 詳細設計全体に関連する論点について、まずはこのような方向性で考える場合、各論についてどのよ
うに整理できるかを検討し、

 必要に応じて、また別の方向性で考える場合はどうなるか、

という形で議論を進めていくこととしてはどうか。

○容量市場の外にも供給力があることを前提とする場合、Ｐ２８の図中にある、
Ａ）「全国大で必要な供給力・調整力の確保時期、確保量を設定」
Ｂ）「容量市場で確保すべき供給力(容量)を設定」

は異なる値となると考えられ、この整理は、詳細設計全体に関連する論点となると考えられる。

○容量オークションの外でもｋＷ価値の相対取引があることを前提とするかないことを前提とするかによって、
Ｐ２７の図中の論点⑤⑦⑨に影響があると考えられる。
○また、上述のＢ）「容量市場で確保すべき供給力（容量）」のうち、さらに、その内数として、

Ｃ）「容量オークションで確保すべき供給力（容量）を設定」
することが必要になると考えられるところ、この整理も、詳細設計全体に関連する論点となると考えられる。
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 上述のとおり、容量市場を「小売事業者に対して、その規模に応じた中長期的な供給力（ｋＷ価値）に相当す
る金銭の支払い（又はｋＷ価値の確保）を求めるとともに、発電事業者に対しては、ｋＷ価値の収益機会を付
与するスキーム」と定義するのであれば、発電事業者等は、必ずしも容量市場でｋＷ価値を販売しないという
戦略をとることも許容されると考えられる。
（例）発電事業者等が、容量市場を通じて対価を受領するために求められるリクワイアメントの設計と、ペナルティの設計

（次頁に補足）よって、例えば以下のリスク回避行動が考えられる。

・ 将来的に電源を長期停止する可能性があるため、容量市場を通じた収益を期待するより、ペナルティリスクを避けたい

・新設電源の完工が遅延する可能性があるため、容量市場を通じた収益を期待するより、ペナルティリスクを避けたい

・容量市場に参加した電源の故障等に伴うペナルティを避けるため、ある程度、予備の電源を確保しておきたい 等

 一方で、仮に、一定の要件を満たす全発電事業者等に対して、容量市場への参加を求める設計とすると、
市場管理者としては、容量市場で確保すべき供給力を算定しやすくなると考えられるが、この実現のために
は、法制度面を含む検討が必要になると考えられる。

（２）（論点⑪）我が国全体の供給力における容量市場の位置付け

（発電事業者等が、容量市場でｋＷ価値を販売しない選択を認めるか否か等。）

○本勉強会においては、まずは発電事業者が容量市場でｋＷ価値を販売しないことを選択し得ることを前提に、

具体的な課題を整理していくこととしてはどうか。

（なお制度の考え方によっては、全発電事業者等に対して容量市場への参加を求める設計とした場合においても、発電事業者等

に選択自由度を与える仕組みとすることも可能と考えられる。）



44（参考）論点⑪に関連して、今後検討すべき論点の例①

 容量市場全体の実効性確保のために、kW価値の対価を得る各事業者に求めるリクワイアメント及びペナルティの検討を
行う際には、容量市場の導入趣旨①～③（Ｐ５、Ｐ８、Ｐ１２）に照らして、どのようなリクワイアメントを満たす場合に対価を
得られるとするか、また、約束していたリクワイアメントを満たせなかった場合に課すペナルティをどのように設定すれば
その実効性を担保し得るか、について整理をしておく必要がある。

 リクワイアメントの視点の例（※）：

 導入趣旨①への対応

・ｋＷｈの市場（スポット市場）のスパイク防止の観点から、kW価値の対価を得る各事業者に対して、何を求めるべきか

 導入趣旨②への対応

・kWhの市場（スポット市場）の高止まり防止の観点から、kW価値の対価を得る各事業者に対して、何を求めるべきか

 導入趣旨③への対応

・調整電源として活用できる電源等の適切な確保の観点から、kW価値の対価を得る各事業者に対して、何を求めるべきか

 ペナルティの設定の視点の例：

 各事業者がリクワイアメントを達成できなかったとき、どのようなペナルティを課されることで、容量市場全体の実効性を確保で
きるか

（※）リクワイアメントの議論を深めるに当たっては、容量市場以外の市場（リアルタイム市場、スポット市場等）で取引さ
れる価値との関係を整理することが必要。

 この点に関しては、今後検討の必要な重要な課題の一つとして認識し、次回以降の勉強会においてご議論いただくことと
したい。

（関連論点①）リクワイアメント及びペナルティの検討について



45（参考）発電事業者等が取り得る戦略

 電気の価値に対する今後の取引形態を念頭に置けば、発電事業者等はｋＷ価値の販売において、電源の

特性に応じて次の３つの戦略が考えられる。

戦略① ｋＷ価値の販売により、固定費をすべて回収するための収益確保を目指す。

戦略② ｋＷ価値の販売により、固定費の一部を回収するための収益確保を目指す。

（残りの固定費は、ｋＷ以外の価値（ｋＷｈ価値、ΔｋＷ価値、非化石価値等）の販売によって回収を目指す。）

戦略③ ｋＷ価値を販売しない。
（万が一の事態におけるペナルティのリスク回避等のため容量市場に参加せず、すべての固定費を、ｋＷ以外の価

値の販売によって回収を目指す。 ）

kW価値
の対価

固定費 kW価値
の対価

戦略① 戦略②

ＫＷ以外の
価値の対価

変動費 ＫＷ以外の
価値の対価

戦略③

ＫＷ以外の
価値の対価

ペナルティ
のリスク

kW価値相当
kW価値相当

容量市場の対象



46

 上記に関連する論点として、供給計画の記載の在り方及び供給信頼度評価の在り方についても検討が必要。

（参考）論点⑪に関連して、今後検討すべき論点の例②

 要件を課さない場合、以下のように、これまで供給計画の対象外となっているもの（※）も含め、様々な電源等が、容量市
場に参加することが見込まれる。
（※） 発電事業者未満の事業者（１万ｋＷ以下）の電源、発電事業者でない者が建設しようとする電源等

この場合、参加者数が非常に多くなる可能性があるところ、これらの適切な管理方法の検討が課題（現実的に管理が可
能か否かの判断も必要）。

（詳細論点①）容量市場でｋＷ価値を販売する電源等の参加要件を課すべきかどうか

 発電事業者の通常の行動としては、容量市場からの収益を期待して容量市場に参加するものと考えられるところ、敢え
て容量市場に参加しない（ｋＷ価値への対価の受取りを放棄する）電源等は、前述のリクワイアメントを満たせない電源
であると考えられる。このため、リクワイアメントの設定次第ではあるものの、特別な場合を除いては、供給力としての評
価は「０」となると考えられるがどうか。

（詳細論点②）容量市場でｋＷ価値を販売しない電源の供給力をどのように扱うか

容量市場に参加 容量市場に不参加

現行供給計画の記
載対象

供給力として期待できる蓋然性が高いと
考えられる。

（詳細論点②に関連）

現行供給計画の記
載対象外（※）

（詳細論点①に関連） 供給力として期待できる蓋然性が低いと考えられる。

（補論）供給計画の記載の在り方及び供給信頼度評価の在り方



47（参考）我が国全体の供給力における容量市場の位置付けと需給曲線

 論点⑪は、容量市場において、市場管理者等（広域機関）が、供給曲線を策定し、容量オークションを開催す
るに当たって、この（Ｂ）をどのように評価するかという論点となる。

価格(¥/kW)

量(kW)
kＷの必要量

需要曲線

容量市場の範囲

供給曲線

（Ｂ） （Ａ）

系統全体の電源等（※）

（Ａ）容量市場に参加する電源等

・供給計画に記載のあるものもあれば、ないものもある。

（なお、次の論点⑫において、容量市場において、オークションの
外での取引を認める場合、（Ａ）の中で、さらに、相対分とオーク
ション分を別々に管理することが必要。）

（Ｂ）容量市場に参加しない電源等

・発電事業者等の戦略等により容量市場に
参加しない電源等（供給計画に記載のある
ものもあれば、ないものもあり得る。）

（※）Ｐ２５の整理のとおり、さらに調整力の位置付
けについても、今後整理が必要。



48（３）（論点⑫）容量市場における容量オークションと容量オークション外の相対取引の
位置付け（容量市場において、容量オークション外の相対取引を認めるか否か。）

 上述Ｐ１８のとおり、国の審議会では、集中型を軸とすべきとの整理がなされたが、その一方で、集中型で
あっても、オークションとは別に私契約に基づく相対契約（自社保有を含む。以下同じ。）を通じ、異なる価格
で取引することは、制度設計上可能であることが示されている。

 この集中型を軸とすべきとの結論に至る議論では、以下のメリット（水色）・デメリット（オレンジ色）が評価さ
れたが、仮に、集中型のスキームにおいて、オークションとは別の相対契約を認める場合、いくつかの項目
では、そのメリットが小さくなる、又はデメリットが大きくなると考えられる。

集中型（オークションとは別に相対契約を許容）

必ずしも統一的に価格が決定されるわけではなく
なるため、指標性は低くなる。

相対契約がどの程度存在するかを評価の上、容
量オークションを開催することが必要となり、市場
管理が更に複雑となる（補論１）。

すべての小売事業者が相対契約でどれだけのkW
価値を確保していたかを確認する必要となり、確
認コストが大きくなる（補論１）。

相対取引分について透明性が低くなる（補論２）。

（補論３）

○現時点でオークション外取引を認める仕組みとする可能性を排除するものではないが、本勉強会では、上記

の得失も踏まえ、まずは全てのｋＷ価値を容量オークションで取引することを前提に、具体的な課題を整理し

ていくこととしてはどうか。



49（参考）我が国全体の供給力における容量オークションの位置付けと需給曲線

 論点⑫は、容量市場において、市場管理者等（広域機関）が、供給曲線を策定し、容量オークションを開催す
るに当たって、先述の（Ｂ）に加え、（Ａ－２）をどのように評価するかという論点となる。

系統全体の電源等（※）

・発電事業者等の
戦略等により容量
市場に参加しない
電源等（供給計画
に記載のあるもの
もあれば、ないも
のもあり得る。）

（Ａ）容量市場に参加する電源等

（Ｂ）容量市場に参加しない電源等

(A-2)容量オークション外で
取引される電源等

・相対契約

・自社保有

(A-1)容量オークションの
対象となる電源等

価格(¥/kW)

量(kW)kＷの必要量

需要曲線

容量市場の範囲

供給曲線

（Ｂ） （Ａ－１）

容量オークションの範囲
（容量市場に参加する相対契約）

（容量市場
に参加しな
い電源等）

（Ａ－２）

（※）Ｐ２５の整理のとおり、さらに調整力の位置付けに
ついても、今後整理が必要。

許容する場合、（Ａ－２）は、
一定の大きさを占めること

とが予想される。



50（補論１）容量市場における相対契約の管理・チェック等について

 容量オークション以外でのｋＷ取引を認める仕組みとする場合、市場管理者（広域機関）には複雑な管理が求
められることとなる。

１．すべての相対契約の確認

 本来は当事者間の合意に基づく私契約であるものの、オークションへ参加する小売事業者への公平・公正な費用配分を
算出するため、まずはすべての相対契約において適正な取引が行われているかどうかのチェックを行う必要がある。

 また、次項に示すとおり容量オークションの割り当ておいて相対契約によるｋＷ価値取引分を適切に控除する必要がある
ため、すべての相対契約の情報を把握しておく必要がある。

２．容量オークションへの相対契約の反映

 容量オークションを通じて市場管理者が確保すべきｋＷ価値の総量は、系統全体で確保すべき供給力から、相対契約で
確保されているすべてのｋＷ価値を控除して算出する必要がある。

 相対契約によりｋＷ価値を確保した小売事業者に対しては、容量オークションにおける支払額の割り当てにあたり、事業
規模に応じた本来の配分から、既に確保済みのｋＷ価値を控除して算出・請求する必要がある。

 相対契約でｋＷ価値を販売した発電事業者等に対しては、既に販売済みのｋＷ価値を再度容量オークションへ応札する
ことのないよう入念にチェックする必要がある。

２－１．ベースロード電源市場との整合性確保

 Ｐ．２４の（２）に記載したとおり、仮にベースロード電源市場においてｋＷｈとｋＷの価値が一体的に取り扱われる場合、上
記の相対契約と同様にベースロード電源市場を通じたすべての契約について確認のうえ、容量オークションへ反映させ
なくてはならない。

 特に、①いつの時点のｋＷ価値を、②どの程度の期間確保したものと評価するべきか、整理が必要となる。

２－２．二次市場との整合性確保
 二次市場の設計についても今後の課題ではあるが、相対契約と同様、複雑な管理が必要となる可能性もある。

 なお、仮に、小売事業者が相対契約等によりｋＷ価値を抱え込むことができる仕組みとする場合、それらの電
源の信頼性（トラブル等により発電できないような状態を多発しないか）について、当事者間の内部でクローズ
させることなく、市場管理者としても確認できる仕組みが求められるのではないか。



51（補論２）オークション外での相対取引を認めた場合の透明性の懸念

 オークション外での相対取引を、許容する、許容しないにかかわらず、市場支配力に対する懸念があり得る
こと自体に変わりはなく、国の審議会においても、論点⑦として整理済み。

 しかしながら、仮に、容量市場に拠出されるｋＷの量が不当に絞られる場合には、市場の状況次第では、価
格が高騰する可能性もある（有効競争が働く市場であれば、このような行為は、単にｋＷ価値に対する支払
を受ける機会を逸するのみとなるため想定されにくいが、寡占市場では考えられる。）。

 このように考える場合、相対取引を許容することにより、不透明性が高まることを通じて、市場支配力の行
使に対する懸念が高まると考えられるがどうか。

円／ｋＷ

ｋＷ

円／ｋＷ

ｋＷ

＜オークションのみ＞ ＜相対を許容＞

相対取引はオークショ
ンの対象から除外

容量市場に参加する電源等
の量が等しければ、両者の約
定価格は、基本的に、等しく
なると考えられる。

円／ｋＷ

ｋＷ

相対取引は
オークションの
対象から除外

容量市場の外に、
予備的なｋＷを
確保。

しかしながら、相対取引を許容することにより不透明性
が高まることから、市場支配的な発電小売一体事業者に
よる以下のような行為が露見し辛くなるのではないか。

・発電事業者としては、ペナルティを避けるため等の理
由により、予備的なｋＷを容量市場の外側に確保し

・小売事業者としては、相対取引により、容量オーク
ションでの約定価格に応じた支払いは免除される。



52（補論３）相対を認めるべきとの立場から想定される意見に対する考え方①

 集中型の市場において全てのｋＷ価値を容量オークションに出してしまうと、自社電源を自由に使えなく
なってしまうため、オークション外の取引も認められるべきではないか。

⇒Ｐ２２のとおり、ｋＷｈの供給とｋＷ価値の提供を切り離す仕組みとなるため、ｋＷｈの供給にあたっては、従
来どおり卸取引市場だけでなく自社所有電源や相対契約電源など、自由な形態での売買が可能である。

 全てのｋＷ価値を容量オークションで取引しなければならないとなると、容量オークション価格の変動リス
クを負うこととなるのではないか。

 国の審議会でも整理されたとおり、小売事業者の創意工夫も認められるべきではないか。

⇒一定の条件の下では、オークション価格の変動リスクは、個別事業者ごと創意工夫に応じて、例えば、容
量市場価格に対する差金決済契約を締結することにより、ヘッジが可能であると考えられる。

＜一定の条件として考えられる事項＞
（１）市場間値差が発生しないこと（発生したとして、ヘッジの仕組みがあること）

（ただし、全国１市場とするか否かも論点であり、かつ、仮にオークション外の取引が認められたとしても、この場合に、
エリア外のｋＷ価値をどう評価・管理すべきかも論点である。）

（２）発電側が受け取る額と、小売り側が支払う額が等しいこと
（広域機関が市場管理者等となる場合、収支相償での市場管理が基本。）

（３）オークションがシングルプライスで約定されること

⇒このように、全てのｋＷ価値を容量オークションで取引するとしても、一定の創意工夫が可能であると考え
られる（容量オークション外での取引が認められなければ実現できない創意工夫として、どのような工夫が
考えられるか。）。



53（補論３）相対を認めるべきとの立場から想定される意見に対する考え方②

 全量オークションとする場合も、相対契約を認める場合も、原則として経済理論的には等価と考えられるた
め、相対契約を認めても差し支えないのではないか。

⇒上述のとおり、発電投資シグナルの指標性、事前のルール設定の複雑性、事後確認のためのコスト、取引
の透明性の観点からは、全てのｋＷ価値を容量オークションで扱う方がメリットがあると考えられる。

⇒このため、両者が経済理論的に等価であるならば、むしろ、これらのメリットを積極的に評価すべきと考え
られる。

 集中型の市場においてすべてのｋＷ価値を容量オークションに出してしまうと、自由な価格設定ができない
ことから、固定費の回収に支障が生じるため、オークション外の取引も認められるべきではないか。

⇒Ｐ２３のとおり、現状のスキームでは、今後、固定費を含むすべての費用を、相対契約を含むｋＷｈ市場か
ら回収することが必要。

⇒これに対し、容量市場の創設後は、その費用の一部を、容量市場から回収し、残りの費用を、相対契約を
含むｋＷｈ市場から回収する形へと変わるのみ。

⇒このため、容量市場をどのような設計としたとしても、現状と比べれば、固定費の回収はしやすくなると考え
られる。



54（４）その他整理が必要な課題の例①

分類 大項目 ＃ 小項目

確保すべき容量
の規模

(1) 調達目標量の設定
（論点①、②に関連）

1 調達目標量（国全体、各小売事業者毎）の算定方法の具体化

2 調達するｋＷ価値の対象範囲

3 稀頻度リスク対応を考慮するか否か

 今後、下記のような個別の課題について具体的に検討していくものと考えられるが、その際、容量市場の基
本設計（主旨・目的、目指すべき方向性、運用・実務の流れ）について整理をしておくことが必要なのではな
いか。



55（４）その他整理が必要な課題の例②

分類 大項目 ＃ 小項目

需要曲線の設定

(2) ＣＯＮＥ算定のための設定項目
（Cost of New Entry ）
（論点⑨に関連）

4 モデルプラントの設定

5 モデルプラントの設備容量

6 算定対象に含める付帯設備の範囲

7 託送費と系統接続コストの取扱い

8 モデルプラントの耐用年数

(3) ＮｅｔＣＯＮＥ算定のための設定
項目
（ＣＯＮＥ価格からｋＷｈ市場の

収益を控除する方法）
（論点⑨に関連）

9 ＮｅｔＣＯＮＥ算定方法の具体化

10 設備利用率の設定

11 ｋＷｈ市場の価格想定方法

12 限界費用の価格想定方法

(4)需要曲線の作成（価格弾力性
等）
（論点⑨に関連）

13 需要曲線の設定方法



56（４）その他整理が必要な課題の例③

分類 大項目 ＃ 小項目

市場設計の論点

(5)容量市場の地理的範囲 14 全国一括か、エリア毎か。

(6)新設と既設の区分
（論点⑤に関連）

15 新設と既設を区別するか否か

16 既設を区別する際の判断指標の設定方法

17 新設と既設の扱いの差 （何に対して差異を設けるか）

18 耐用年数の考え方

(7) 容量市場の参加要件
（論点⑥に関連）

19 市場参加に要件を求めるのか （論点⑪に関連）

20 ＤＲの参加を認める方向とするのか

21 点検停止する期間に制約を課すか

22 市場参加要件を満たすことの確認方法

(8)オークション制度の設計
（論点③に関連）

23 何年先を対象とするのか

24 対象期間をどうするのか

25 オークションの開催回数

26 追加オークションを行う場合、その設計

27 入札方法 （電源毎の入札 or 発電ＢＧ単位の入札）

28 応札方式 （シングルプライス orマルチプライス）



57（４）その他整理が必要な課題の例④

分類 大項目 ＃ 小項目

市場設計の論点

(9)ペナルティ
（論点⑩に関連）

29 容量市場で発電事業者等にペナルティを課すか

30 ペナルティの設計

31 ｋＷ価値を提供できない発電事業者の捕捉方法

(11) ２次市場の考え方 32
ｋＷ価値取引の２次市場を公的に位置付ける必要がある
か

(12)容量市場のフォローアップ方法
（論点⑦に関連）

33 容量オークションの情報公表の範囲

34 容量市場の効果検証方法

分類 大項目 ＃ 小項目

商品設計に
関する論点 (13)電源特性の加味

（論点⑥に関連）

35 地内系統での混雑を考慮するか

36 電源種別を考慮するか（自然変動電源のｋＷ価値）

37 稼働停止中の電源の取り扱い

(14)容量確保期間 38 何年先を対象とするか。新設、既設ごとに区別するか。

(15)契約期間 39 どの程度の期間が適当か

(16)稀頻度リスクへの対応 40 平常時向けのｋＷ価値と稀頻度リスク対応のためのｋ
Ｗ価値を区別するか。



58（４）その他整理が必要な課題の例⑤

分類 大項目 ＃ 小項目

組織・実務に
関する論点

(17) 業務フロー 41 業務フローの作成

(18)業務スケジュール
42 年間スケジュールの策定

43 容量市場への参加決定のタイミング

(19)評価方法

44 小売事業者のｋＷ価値の負担額の設定方法

45 発電事業者等のｋＷ価値の評価方法

46 評価のタイミング

(20)組織体制 47 運営に必要な組織体制

(21)市場資金管理

48 集金と配賦の仕組み

49 集金と配賦のスケジュール

50 資金未回収リスクへの対応

51 専用口座の準備

52 手数料や受け取り金利の取り扱いについて

(22)定款・ルール見直し 53 広域機関の定款等の改定

(23)システム開発
54 システムの要件定義

55 開発スケジュールの検討、システム情報の公表


